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タブレット端末での運用開始に向けて 
 

タブレット端末(以下、端末)の運用をモニター生の方を中心に、一部

開始しており、ルールを設ける等、改善を行っております。2月からはモ

ニター生以外の非受験生の方にも端末をご利用いただくことを予定して

おります。なお、ご通塾方法についても通い放題が前提となります。 

※料金は新料金と現料金の安価な方の料金でご利用いただけます。 

端末を貸出す場合、以下をご利用いただけます。 
 

①座席の予約、塾通信の閲覧、メールでの課題の提示や提出 

②塾作成の映像授業の視聴 

③メールやテレビ会議システムでの質問対応 

④外部映像授業サービスの視聴 
 

④について、ご利用いただく場合は月の視聴時間が規定時間に満たな

い場合はサービスを停止させて頂きますのでご了承ください。④が不要

な方は、①～③のみのご利用も可能となります。端末を貸出しせずに、

共用端末を用いて座席予約などを行うことも可能です。 

つきましては、2月以降で端末をどのように利用いただくかのご希望を

伺いたく、当塾通信に付けております【端末利用方法】を1月末までにご

提出ください。モニター生の方は、原則引き続き端末を貸し出し、毎回

お持ちいただく形でご利用ください。 
 

1月の模擬試験 
 

12/27(水)～1/7(日)で山形県もぎ、1/6(土)で中学3年生、1/4(木)～

1/8(月)で中学1,2年生の山形県統一模試を実施致します。1/6(土)の中学

3年生の山形県統一模試は塾が会場となっており、終日模試とその解説と

なります。その他の模擬試験は個別での実施となります。 

 
------------------------------------------切り取り線------------------------------------------ 

 

【端末利用方法】 
 

 

2月以降の端末の利用方法を以下からお選びください。 
 

□ 端末を利用せず、座席の予約等は共有端末から行う。 

□ 端末を利用するが、「外部映像授業サービス」は利用しない。 

□ 端末を利用する。 
 

お名前：               

 


